
 

 

 

 

 

１ 平成２１年度における環境の状況及び講じた施策 
 

２ 環境関連主要事業費（決算額） 

 

３ 環境保全目標 

 
４ 平成２２年度において豊かな環境の保全及び 

創造に関して講じようとする施策 

 

５ 環境関係データ（目次） 

１ 府域の概要データ 

１－１ 大阪府の人口及び世帯数の推移 

１－２ 土地利用区分別面積の推移 

１－３ 製造品出荷額等の推移 

１－４ 農業産出額の推移 

１－５ 林業産出額の推移 

１－６ 漁業生産額の推移 

２ 基本的施策に関するデータ 

２－１ 大阪府環境行政体制 

２－２ 環境関連行事の概要 

２－３ 試験研究機関における調査研究 

２－４ 市町村の公害対策事業概要 

２－５ 市町村の環境行政体制 

２－６ 市町村の環境関連条例制定状況 

２－７  市町村の環境関連計画策定状況 

２－８ 公害防止に関する税制上の措置 

２－９ 環境行政年表 

３ 廃棄物関係データ  

○概要 

○一般廃棄物データ 

３－１ 一般廃棄物の処理状況 

３－２ 市町村におけるごみの分別収集実施状況 

３－３  ごみ焼却施設の処理能力 

３－４ 粗大ごみ処理施設の処理能力 

３－５  し尿処理量の推移 

３－６  し尿処理施設の処理能力 

３－７  市町村におけるごみ減量化・リサイクルの取組状況 

 ○産業廃棄物データ 

３－８ 産業廃棄物の処理状況 

３－９ 排出事業者に対する指導状況 

３－10  産業廃棄物処理業者の状況(大阪府知事許可分) 

３－11  産業廃棄物処理業者等に対する指導状況 

３－12  産業廃棄物処理施設設置許可状況 

３－13 廃棄物再生事業者の登録状況 

３－14 下水汚泥の有効利用率 

３－15 最終処分場の埋立処分量 

３－16 フェニックス事業の概要 

○放置自動車データ 

３－17 大阪府域の放置自動車処理台数の推移 

４ 地球環境関係データ 

○概要 

 ○地球温暖化関係データ 

４－１ 大阪府域における温室効果ガス排出量の推移 

４－２ 大阪府域におけるエネルギー消費量の推移 

４－３ 府内の新エネルギー等の導入実績 

○酸性雨関係データ 

４－４ 大阪府酸性雨共同調査測定結果 

５ 自動車関係データ 

○概要 

○自動車排出ガス関係データ 

５－１ 車種別自動車保有台数 

５－２ 府内（対策地域）における自動車走行量の推移 

５－３ 交通渋滞時間（一日平均） 

５－４  自動車燃料の販売実績の推移 

５－５  自動車排出ガス規制強化の推移 

５－６  自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく車種規制 

５－７  自動車排出ガス等街頭検査結果 

５－８  整備不良ディーゼル車府民通報制度の実施状況 

５－９  低公害車の普及状況（大阪府域） 

５－10  燃料供給施設整備状況（大阪府域） 

６ 大気環境関係データ 

○概要 

○光化学オキシダントデータ 

６－１  昼間の光化学オキシダント濃度が0.06ppmを超 

えた日数の地域別状況と推移 

６－２  光化学スモッグ予報・注意報の発令回数及び被害 

の届出人数の推移  

  ６－３ 非メタン炭化水素濃度の推移 

○硫黄酸化物データ 

６－４  二酸化硫黄濃度の推移 

○一酸化炭素データ 

６－５ 一酸化炭素濃度の推移 

○有害大気汚染物質データ 

６－６ ベンゼン等有害大気汚染物質の環境保全目標達

成状況 

○アスベストデータ 

６－７ アスベスト（石綿）環境調査結果（地域区分別） 

○排出抑制対策関係データ 

６－８  法律及び府条例に基づくばい煙発生施設等の届 

出の状況 

６－９ 立入検査・試料採取状況 

７ 水環境関係データ 

○概要 

○河川関係データ 

７－１ 河川の健康項目の環境保全目標値超過状況（検体数） 

７－２ 河川のＢＯＤの環境保全目標達成状況（類型別） 

７－３ ＢＯＤ汚濁負荷量の推移 

７－４ 河川のＢＯＤの環境保全目標達成状況（水域別） 

○海域関係データ 

７－５ 大阪湾のＣＯＤ（75％水質値(表層)）の環境保全 

目標達成状況 

７－６ 大阪湾の全窒素・全りんに係る環境保全目標達成状況 

 巻 末 資 料 

p.35～37の内容は「エコギャラリー～おおさかの環境ホームページ～」に掲載しています。 
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７－７ 大阪湾の全窒素（大阪府測定点・表層年平均値） 

の推移 

７－８ 大阪湾の全りん（大阪府測定点・表層年平均値） 

の推移 

７－９ 大阪湾の赤潮発生頻度の推移 

○生活排水関係データ 

７－10 処理形態別人口と割合 

７－11 汚水衛生処理率（市町村別） 

７－12  大阪府域の生活排水処理計画図 

７－13 下水道普及率の推移 

７－14 市町村別下水道普及率 

７－15 下水処理水の有効利用率 

７－16 大阪府下水道計画図 

○産業排水対策関係データ 

７－17 法律及び府条例に基づく特定（届出）施設設置等

の許可及び届出状況 

７－18 立入検査状況 

８ 地盤環境関係データ 

○概要 

○地盤沈下関係データ 

８－１ 地盤沈下の推移 

８－２ 地下水位の推移 

８－３ 地下水採取量の推移 

８－４ 工業用水法に基づく許可井戸（揚水設備）の状況 

８－５ 地盤沈下対策としての工業用水の給水状況 

○地下水汚染関係データ 

８－６ 地下水質概況調査環境保全目標未達成地点 

８－７ 地下水質概況調査測定地点図 

８－８ 地下水質汚染井戸周辺地区調査結果 

８－９ 地下水質継続監視調査測定地区図 

○土壌汚染関係データ 

８－10 土壌汚染対策法の施行状況 

８－11 大阪府生活環境の保全等に関する条例（土壌汚染 

対策）の施行状況 

９ 騒音・振動関係データ 

○概要 

○現況データ 

９－１ 環境騒音(道路に面する地域)の環境保全目標達 

成状況 

９－２ 環境騒音（一般地域）の環境保全目標達成状況 

９－３  大阪国際空港周辺における航空機騒音の常時測 

定結果の推移 

９－４ 大阪国際空港周辺における航空機騒音の随時測 

定結果 

９－５ 関西国際空港周辺における航空機騒音の随時測 

定結果 

９－６ 新幹線鉄道騒音の環境保全目標達成状況 

９－７ 在来線鉄軌道の騒音振動実態調査の結果 

○騒音関係対策データ 

９－８  道路における遮音壁、低騒音舗装の設置状況 

９－９ 主要交通規制の実施状況 

９－10  在来線鉄軌道騒音・振動対策の実施状況 

９－11 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況 

１０ 有害化学物質（ダイオキシン類）関係データ 

○概要 

○現況データ 

10－１  ダイオキシン類常時監視結果（平均値）及び環境 

保全目標達成状況の推移 

10－２  ダイオキシン類常時監視結果（大気、河川、海域、 

地下水、土壌） 

１１ 環境保健対策等関係データ 

○概要 

○現況データ 

11－１  公害健康被害の補償等に関する法律による被認 

定者数の推移 

11－２ 食品中のＰＣＢ汚染調査結果 

11－３  公害の地域別苦情件数 

11－４  公害の種類別苦情件数の推移 

11－５  保健所における環境汚染に係る相談（苦情）件数 

11－６ 府警察機関における公害関係苦情処理状況 

１２ 自然・都市環境関係データ 

○概要 

○生物多様性関係データ 

12－１ 地域別生息鳥獣 

12－２ 大阪における絶滅のおそれのある野生生物一覧 

○自然環境関係データ 

12－３ 府内の自然資源の現状 

12－４ 地域別ため池面積の推移とため池の数 

12－５ 緑被現況 

12－６ 都市公園１人当たり面積の推移 

12－７ 府営公園の概要 

12－８ 風致地区 

12－９ 港湾緑地整備の進捗率 

○歴史的文化的環境関係データ 

12－10 大阪府内の指定等文化財件数 

１３ 環境保全活動関係データ 

○概要 

○パートナーシップによる環境保全活動データ 

13－１  豊かな環境づくり大阪府民会議の開催状況 

13－２  大阪府リサイクル社会推進会議の事業概要 

13－３ 大阪自動車環境対策推進会議の活動状況 

13－４ 大阪府環境保全基金活用事業一覧 

13－５ 大阪府みどりの基金事業の実績 

○事業活動における環境保全活動データ 

13－６  平成 21 年度に手続きを実施した環境影響評価事案 

１４ 大阪府の事務事業における環境負荷データ 

○概要 

○事業活動における環境保全活動データ 

14－１ 大阪府庁の事務事業に係る温室効果ガス排出量 

14－２ 環境マネジメントシステムの環境目標達成状況 

 

（詳細データ編） 

１   地球環境関係データ 

○地球温暖化関係データ 

１－１ フロン等モニタリング調査結果 

○酸性雨関係データ 

１－２ 乾性沈着測定値の範囲、平均値 

１－３ 乾性沈着（粒子状及びガス状の化学物質）の経年変化 

１－４ 大阪府酸性雨共同調査測定結果（湿性沈着） 

２   自動車関係データ 

２－１ 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の概要 

２－２ 大阪府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画の概要 

２－３ ＬＥＶ－７の指定状況 

３   廃棄物関係データ 

３－１ 多量排出事業者及び建設業者に対する指導要綱 

３－２  大阪府リサイクル社会推進会議の概要 
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４   大気関係データ 

○窒素酸化物データ 

４－１ 工場・事業場等からの地域別窒素酸化物排出量の推移 

４－２  二酸化窒素濃度の地域別状況と推移 

○浮遊粒子状物質データ 

４－３ 浮遊粒子状物質の環境保全目標達成状況の推移 

(短期的評価） 

４－４ 浮遊粒子状物質の重量濃度、金属類、イオン成分

及び炭素成分濃度 

○光化学オキシダントデータ 

４－５  昼間の光化学オキシダント濃度0.06ppmを超え 

た日数の推移 

４－６  光化学スモッグ予報・注意報発令状況 

○硫黄酸化物データ 

４－７  工場・事業場等からの地域別二酸化硫黄排出量の推移 

４－８  二酸化硫黄の環境保全目標達成状況の推移 

○一酸化窒素データ 

４－９ 一酸化窒素濃度の推移 

○大気汚染常時測定データ 

４－10 大気汚染常時測定結果一覧 

○モニタリング地点データ 

４－11  大気汚染常時測定局設置状況 

４－12  大気汚染常時測定局の設置主体別・項目別測定局数 

４－13  大気汚染測定車等の整備状況 

○有害大気汚染物質データ 

４－14  有害大気汚染物質環境モニタリング調査地点 

４－15  有害大気汚染物質環境モニタリング調査結果 

○排出抑制対策関係データ 

４－16  関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況 

４－17  大気汚染防止法の対象施設の設置状況 

４－18  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気基 

準適用施設の設置状況 

４－19  府条例に基づく届出施設等の設置工場・事業場数 

４－20  燃料・原料使用状況の概要 

４－21  燃料種別使用量の推移 

５   水質関係データ 

○水使用関係データ 

５－１ 水使用の推移 

○河川関係データ 

５－２  河川の健康項目の環境保全目標未達成地点 

５－３  河川水質生活環境項目調査結果 

５－４  環境保全目標に定める河川の特殊項目について 

の調査結果 

５－５  河川底質調査結果 

５－６  河川測定地点図（環境基準点） 

○海域関係データ 

５－７  大阪湾のＣＯＤの調査結果 

５－８  大阪湾水質調査結果 

５－９  環境保全目標に定める大阪湾の特殊項目につい 

ての調査結果 

５－10  大阪湾底質調査結果 

５－11  大阪湾の測定地点図 

○農薬関係データ 

５－12  ゴルフ場排水口等における農薬の水質調査結果 

(大阪府及び市町村実施分） 

○産業排水対策関係データ 

５－13  法律及び府条例の対象工場・事業場（水域別の総括） 

５－14  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基 

準対象施設の設置状況 

６  地盤環境関係データ 

６－１ 地下水質概況調査結果（年平均値） 

６－２  地下水質継続監視調査結果(年平均値) 

７  騒音・振動関係データ 

７－１  環境騒音（一般地域）の環境保全目標達成状況の推移 

７－２  環境騒音（道路に面する地域）の環境保全目標達 

成状況の推移（面的評価） 

７－３  自動車騒音に係る要請限度(道路に面する地域) 

の超過状況の推移 

７－４  新幹線鉄道騒音の環境保全目標達成状況の推移 

７－５  府条例に基づく届出施設の種類別届出状況 

７－６ 府条例に基づく特定建設作業の実施届出状況 

７－７  工場・事業場の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－８  工場・事業場の騒音・振動による用途地域別苦情 

件数の割合 

７－９  建設作業の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－10  鉄軌道の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－11  拡声機・カラオケ・生活騒音による苦情件数の推移 

７－12  生活騒音による苦情内訳・苦情件数の割合 

７－13  低周波音による苦情件数の推移 

７－14  自動車騒音対策の体系 

７－15  大阪国際空港周辺における航空機公害対策の体系図 

７－16  大阪国際空港周辺における騒防法に基づく騒音 

対策区域 

７－17  航空機宣伝放送に係る自主規制の内容 

７－18  府内における一般環境中の低周波音の音圧レベル 

８    有害化学物質関係データ 

８－１ ダイオキシン類追跡調査結果 

８－２  ダイオキシン類常時監視調査以外の測定結果（市 

町村実施） 

９    環境保全関係データ 

９－１ 発生源の業種別苦情件数 

９－２  公害防止管理者等の届出状況 

９－３  大阪府環境影響評価条例の手続きフロー 

10  自然・都市環境関係データ 

○森林農地関係データ 

10－１  森林面積の推移 

10－２  耕地面積の推移 

○自然環境関係データ 

10－３  大阪府自然環境保全地域・緑地環境保全地域の指 

定状況 

10－４  保安林の現況 
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６ 環境用語解説 

 
（あ） 

アスベスト 

アスベスト(石綿)は、天然の繊維で、熱、摩擦、酸や

アルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を

もち、経済性にも優れ、建築材料、産業機械、化学設

備などに幅広く利用されている。 

主な用途としては、紡織品、摩擦材、石綿板紙、石

綿スレート、電気絶縁材、石綿セメント製品、断熱・

防音材(吹付けアスベスト等)等に使用されてきたが、ア

スベストは、一旦環境中に飛散するとほとんど分解・

変質しないため蓄積性が高く、多量の吸入により、肺

がん、悪性中皮腫等の病気の原因になるとされ、現在

では、原則として製造等が禁止されている。 

 

（え） 

エコカー 

 低公害車をはじめとして、排出ガス性能に加え、地

球温暖化防止の観点から二酸化炭素排出量の少ない自

動車をいう。 

 

エコドライブ 

おだやかなアクセル操作をしたり、自動車に不要な

荷物を積まないなど、環境にやさしい運転のこと。自

動車の燃料消費量を削減することで、大気汚染の原因

となるＮＯｘ（窒素酸化物）やＰＭ（粒子状物質）、地

球温暖化の原因となるＣＯ２（二酸化炭素）の排出が抑

制できる。 

 

（お） 

屋上緑化 

 建築物の屋上に植栽基盤を作り、植物を植えて緑化

すること。スペースの限られた都市部における緑化手

法であるとともに、ヒートアイランド現象の緩和策の

一つとしても注目されている。また、癒しの空間、コ

ミュニケーションの場としても活用されている。建築

物の耐荷重に配慮した軽量土壌などの資材や植栽、防

水、防根、排水といった様々な工法や技術が開発され

ている。 

 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出

する気体。この濃度の増加が地球温暖化の主原因とされ

ており、京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化

二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカー

ボン、六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減

対象となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（か） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

 海域等の水の汚れの度合を示す指標で、水中の有機

物などの汚濁源となる物質を、過マンガン酸カリウム

等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量で表し

たもの。単位は一般的に mg／Ｌを用い、この数値が大

きいほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。 

 

環境影響評価 

 事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじ

め調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、そ

の事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うこ

と。 

 

環境マネジメントシステム 

環境に与える負荷を継続的に低減するため、事業者

が自主的に環境方針や環境目標等を設定し、その達成

に向けて取り組むことを「環境マネジメント」といい、

それを推進するための体制や手順等を「環境マネジメ

ントシステム」という。 

 

環境リスク 

環境の汚染や変化が、人の健康や生態系に影響を及

ぼす可能性のこと。 

なお、化学物質に係る環境リスクの評価は、その危

険・有害性の程度と暴露量（吸ったり食べたり触れた

りして体の中に入り込む量）とを併せて行われる。 

 

リスク＝危険・有害性×暴露量 

 

（き） 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

 揮発性があり大気中で気体状となる有機化合物の総

称。塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤などに使用さ

れ、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な

物質が含まれる。浮遊粒子状物質や光化学オキシダン

トの原因物質となる。 

 

（く） 

グリーン電力証書 

太陽光などの再生可能エネルギーによって発電され

た電気の「環境付加価値」を証書化したもの 

 

グリーン配送 

 物品の輸配送に環境への負荷の少ない車（低公害車、

ガソリン自動車、ＬＰＧ（液化石油ガス）自動車、大

阪府が指定したディーゼル車など）を使用すること。 

 

クールスポット 

緑地・水辺等の設置により、日光の遮蔽や葉部によ

る蒸散冷却作用等で地表面等の温度が周辺部より低く

なり、体感温度も低くなる空間。 
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（こ） 

コージェネレーション 

 一つの燃料源から二つの異なるエネルギー（電気エ

ネルギーと熱エネルギー）を同時に供給すること。電

力のみを発生させている発電設備では、原動機から出

る熱を捨てていたが、コージェネレーションシステム

では、電力供給と同時に、捨てられていた排熱を効率

よく回収し、給湯、蒸気、空調等のエネルギーとして

有効に利用している。 

 

（し） 

ジクロロメタン（ＣＨ2Ｃｌ2） 

揮発性有機化合物で芳香臭のある無色透明の非引火

性・不燃性の水より重たい液体。トリクロロエチレン

やテトラクロロエチレンの代替物質として溶剤に用い

られるほか、ウレタン発泡助剤や冷媒等に用いられる。

皮膚に触れた場合、刺激を感じるとともに薬傷を負う

ことがある。また、蒸気に麻酔作用があり、短時間に

多量の蒸気を吸引すると急性中毒をおこす。 

 

自然海浜保全地区 

 貴重な自然海浜を保全し、その適正な利用の促進を

図るため、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき指定

される地区。地区内においては、工作物の新築等の行

為を届出制とするなどにより保全等を図っている。府

では、岬町の小島地区及び長松地区の２地区を指定し

ている。 

 

新エネルギー 

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

において、「新エネルギー利用等」として規定されてお

り、①太陽光発電、②太陽熱利用、③風力発電、④廃

棄物燃料製造、⑤廃棄物発電、⑥廃棄物熱利用、⑦バ

イオマス燃料製造、⑧バイオマス発電、⑨バイオマス

熱利用、⑩温度差エネルギー、⑪雪氷熱利用、⑫クリ

ーンエネルギー自動車、⑬天然ガスコージェネレーシ

ョン、⑭燃料電池をいう。 

 

（せ） 

生活排水処理率 

 生活排水を適正に処理している人口（水洗化・生活

雑排水処理人口）が全人口に占める割合。 

 

 生活排水処理率＝ 

  水洗化・生活雑排水処理人口   

 住民基本台帳人口＋外国人登録人口 

 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

 河川等の水の汚れの度合を示す指標で、水中の有機

汚濁物質が微生物によって分解されるときに必要とさ

れる酸素量から求める。単位は一般的に mg/Ｌで表し､

この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多い

ことを示す。 

 

 

（た） 

 

ダイオキシン類 

 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ

塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ

塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）の総称であり、

ＰＣＤＤは 75 種類､ＰＣＤＦは 135 種類、コプラナ

ーＰＣＢは十数種類の異性体が存在する。これらは、

物の燃焼の過程や農薬の製造等において非意図的に生

成し、毒性は、急性毒性、発ガン性、生殖毒性、免疫

毒性など多岐にわたる。 

 ダイオキシン類の量は、最も毒性の強い 2,3,7,8,-Ｔ

ＣＤＤの毒性を１として、他の異性体の毒性の強さを

換算した毒性等価係数（ＴＥＦ：Toxic Equivalency Factor）

を用いて、毒性等量(ＴＥＱ：Toxic Equivalency Quantity）

として算出される。 

 

（ち） 

地球温暖化 

二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中への蓄積が

主原因となって地球全体の気温が上昇すること。地球

温暖化が進行すると、平均海面水位の上昇、異常気象

の増加、生物種の減少、感染症の拡大など、人や環境

への様々なリスクが増大することが予測されている。 

 

（て） 

低公害車 

既存の燃料（ガソリン・軽油）を使用する車と比較

して、排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない

自動車を指し、燃料電池自動車や天然ガス自動車、ハ

イブリッド自動車、電気自動車などがある。 

 

低騒音舗装 

 空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物を表層に

用いた舗装。タイヤと路面間で発生する騒音を中心に、

自動車騒音を３～４デシベル低減させる効果がある。

また、空隙を通した排水によって路面に雨水が溜まら

ないため、走行時のハイドロプレーン現象や水飛沫に

よるスモーキングを防止する効果もある。 

 

（な） 

鉛（Ｐｂ） 

 方鉛鉱などとして産する青白色の軟らかい固体金属

で、鉛板・鉛管として用い、蓄電池の電極、放射線遮

蔽板などにする。まためっきやはんだなどの材料に用

いる。 

 かつては、印刷業、蓄電池製造業、鉛鉱山などで見

られたが、過剰に摂取すると臓器不全などの疾患を引

き起こす。 

 

 

 

 

×100 
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（に） 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

  空気中や燃料中の窒素分の燃焼などにより発生した

一酸化窒素が、大気中の酸素と反応して生成される。

高濃度で呼吸器に悪影響を与えるほか、酸性雨や光化

学スモッグの原因となっている。主な発生源は、自動

車、工場の各種燃焼施設、ビルや家庭の暖房機器など

広範囲にわたる。 

 

（ね） 

燃料電池（ＦＣ） 

水素と酸素を反応（水の電気分解の逆の反応）させ

て電気エネルギーを取り出す装置であり、水以外のも

のを排出せず、クリーンなシステムである。 

 

（は） 

バイオマスエネルギー 

飼料作物、樹木、家畜の糞、食品廃棄物、下水汚泥

など生物に由来する有機物で、エネルギーとして利用

できるものをいう。再生可能な資源であり、地球温暖

化対策として注目されている。古くから使われている

薪や炭のほか、家畜の糞尿から製造したメタンガスや、

サトウキビから製造したエタノールなどがある。 

バイオマスは、バイオ（生物）とマス（量）を合わ

せた用語。 

 

(ひ) 

ヒートアイランド現象 

 経済社会活動や人口の都市域への過度の集中により、

冷暖房などによる人工排熱の増加や、水面・緑地の減

少、道路舗装・建築物の増加など地表面被覆の改変が

進み、都市部における熱収支が変化し、都市に熱がた

まり気温が郊外に比べて高くなる現象をいう。 

 

ビオトープ 

 野生生物の生息空間を意味するドイツ語で、いきも

のの繁殖地やねぐらだけでなく、隠れ場や移動経路も

含んだ一定の空間的広がりをもった概念。都市化の進

展とともに失われつつある身近な自然を都市の中に確

保し、創造していくことがまちづくりの新しい課題に

なっている。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）※のうち、粒径が 2.5μm

以下のものをいう。 

微小なため肺や気管等の深部に沈着して高濃度で呼

吸器に悪影響を及ぼすおそれがある。 

※「浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）」を参照 

 

ひ素（Ａｓ） 

 金属光沢があり、灰色で、鶏冠石、石黄、硫砒鉄鉱

などに硫化物として含有されている非金属元素。砒素

中毒になると全身発疹、高熱、食欲不振等の症状を呈

す。 

（ふ） 

ふっ素（Ｆ） 

 蛍石や氷晶石、りん灰石などの鉱石に化合物として

含まれ、自然界に広く存在する。飲用水としての過剰

な摂取による斑状歯の発生が知られているが、適量の

使用によっては、虫歯予防にもなるとされている。 

 工業用としては、ガラス加工や電子工業などで使用

されるほか、ふっ素樹脂などにも用いられる。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

 大気中に浮遊する粒径 10μm（１μm は 1000 分

の１mm）以下の粒子状物質。 

微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈

着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがある。

発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、ガス

状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子

とに分類される。 

  特に小さい（粒径 2.5μm 以下）粒子をＰＭ2.5※と

いう。 

 ※「微小粒子状物質(PM2.5)」を参照 

 

フロン 

 正式名称をフルオロカーボン（炭素とフッ素の化合

物）と言う。そのうち、ＣＦＣ（クロロフルオロカー

ボン）とＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）

はオゾン層破壊物質である。これらの物質は、化学的

に安定で、無毒性・不燃性であることから、洗浄剤、

冷媒、発泡剤等に広く使用されていたが、ＣＦＣは

1995 年末で生産が全廃され、ＨＣＦＣは 2004 年以

降生産量を削減し、2020 年までには全廃されること

となっている。 

ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）はオゾン層を

破壊しないため、一般的に代替フロンと呼ばれて使用

されているが、ＰＦＣ（パーフルオロカーボン）とと

もに、地球温暖化の原因物質であり、京都議定書での

削減対象ガスに指定されている。 

 

（ほ） 

ほう素（Ｂ） 

 主としてほう砂や灰硼石などの鉱石に化合物として、

自然界に広く存在する。 

 工業用としては、ガラス原料やほうろう、陶磁器の

うわ薬として使用されるほか、ほう酸として医薬品、

めっき添加浴剤、防腐剤としての用途がある。 

 農産物に必須の元素であるが、高濃度の摂取により、

嘔吐、腹痛、下痢をもたらす。 

 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

 ＰＣＢは、不燃性で絶縁性が高く化学的に非常に安

定であるなど有用な物質として絶縁油、熱媒体、ノー

カーボン紙、インク等の用途があった。しかし、カネ

ミ油症事件の原因物質で、新しい環境汚染物質として

注目され大きな社会問題となったため、昭和 47 年に

製造中止となっている。 
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（ま） 

マニフェスト制度 

 廃棄物処理法においては、不法投棄等の不適正処理

を防止し、排出事業者責任に基づく適正な処理を確保

するため、産業廃棄物を排出する事業者が、廃棄物の

種類・数量や運搬業者名・処分業者名等を記載した管

理票（マニフェスト）を交付し、廃棄物の処理の流れ

を自ら把握・管理することが義務づけられている。 

家電リサイクル大阪方式・家電リサイクル法や自動

車リサイクル法、土壌汚染対策法においても別途同様

の制度がある。 

  

（め） 

面的評価 

 騒音に係る環境基準の改正（平成 11 年４月施行）

に伴い導入された、道路に面する地域における騒音の

評価方法。個別住居等ごとに騒音予測を行い、沿道に

おける環境基準を達成した住居等の戸数とその割合に

より評価する。 

 

（も） 

藻場・干潟 

 藻場とは大型水生植物が群落状に生育する場所の総

称をいう。また、干潟は海と陸の境にあって、満潮時

に水没し、干潮時には干出する砂泥の堆積した平坦な

場所。酸素と太陽光と栄養分が豊富であるため、多様

な生物が生息するとともに、海水浄化に重要な役割を

担っている。 

 

アルファベット略語 

 

ＡＰＥＣ環境技術交流バーチャルセンター 

（ＡＰＥＣ－ＶＣ） 

 ＡＰＥＣ加盟国・地域が、インターネット上に環境

技術情報を提供し、交流するウェブサイトで、1995

年の APEC 大阪会議において採択された共同プロジェ

クトの一つ。 

 日本では、翌 1996 年にＡＰＥＣ環境技術交流促進

事業運営協議会を設立、1997 年にＡＰＥＣ－ＶＣを

開設した。2005 年、大阪産業大学内のＮＰＯ「オー

エスユーアジア環境技術および先端技術交流支援セン

ター」が同協議会の運営を引き継ぎ、現在に至る。 

 2005 年 7 月現在、12 カ国・地域がそれぞれＡＰ

ＥＣ－ＶＣを開設しており、独自の環境技術情報サイ

トの構築とともに、ＡＰＥＣ域内の環境技術情報をネ

ットワーク化している。 

 

ＢＯＤ(Biochemical Oxygen Demand) 

  ｢生物化学的酸素要求量｣を参照。 

 

ＣＯＤ(Chemical Oxygen Demand) 

 ｢化学的酸素要求量｣を参照。 

 

ＦＣＶ（Fuel Cell Vehicle）（燃料電池車） 

 燃料電池（ＦＣ）で発電しながらモーターを回して

走行する自動車をいう。 

 燃料として水素を利用するので、通常の自動車のよ

うに排ガスやＣＯ２を出すこともなく、出るものは水だ

けで、騒音も小さいことから、究極のエコカーといわ

れている。 

 

ＬＥＤ（Light Emitting Diode） 

（発光ダイオード） 

 電流を流すと発光する半導体の光源であり、近年の

青色ＬＥＤの開発･製品化により、現在では様々な色を

再現する事ができるようになった。 

 また、白熱灯の約 1/8 の消費電力であり、かつ長寿

命であるため、省エネルギーや廃棄物の観点からも、

環境負荷の少ない光源である。 

 

ＬＥＶ－７（Low Emission Vehicle －７）  

（低排出ガス車） 

 一般に市販されているガソリン車、ディーゼル車及

びＬＰＧ車の中で、「京阪神七府県市自動車排出ガス対

策協議会」が、国の定める規制値より厳しいＮＯＸやＰ

Ｍ等の排出ガス指定基準に適合すると認めた自動車を

いう。 

 

ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyls） 

 「ポリ塩化ビフェニル」を参照。 

 

ＰＭ２．５(Particulate Matter 2.5) 

 「微小粒子状物質」を参照。 

 

ＳＰＭ(Suspended Particulate Matter) 

 「浮遊粒子状物質」を参照。 

 

ＶＯＣ(Volatile Organic Compounds) 

 「揮発性有機化合物」を参照。 
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